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会 議 録 

１ 会議名 

 令和 3 年度第 7 回柿崎区地域協議会 

２ 議題(公開・非公開の別) 

⑴ 協議事項（公開） 

  ・「上越市過疎地域持続的発展計画（案）について」の諮問に対する答申につい    

   て 

⑵ 報告事項（公開） 

・地域協議会に関する意識調査結果を受けた取組について 

・地域活動支援事業の変更申請について 

・上越地区における広域最終処分場の整備に向けた候補地選定の進捗状況につ 

いて 

・柿崎区地域協議会各種委員会からの活動報告 

 ⑶ その他（公開） 

３ 開催日時 

令和 3 年 9 月 13 日（月）午後 6 時から午後 6 時 47 分まで 

４ 開催場所 

柿崎コミュニティプラザ 3 階 305～307 会議室 

５ 傍聴人の数 

2 人 

６ 非公開の理由 

なし 

７ 出席した者（傍聴人を除く) 氏名（敬称略) 

・委 員：  

 

・自治・地域振興課：廣川副課長、岡村係長 

・事務局：柿崎区総合事務所 市川所長、柿村次長、小林次長、滝澤産業グルー
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プ長、武田建設グループ長、池田市民生活・福祉グループ長、小林

教育・文化グループ長、熊木地域振興班長、大場主査 

８ 発言の内容（要旨） 

【柿村次長】 

・地域協議会の開会を宣言。 

・岩野秀樹委員、 の欠

席を報告。 

・上越市地域自治区の設置に関する条例第 8 条第 2 項の規定により、委員の半数

以上の出席を確認、会議の成立を報告。 

・上越市地域自治区の設置に関する条例第 8 条第 1 項の規定により、会議の運営

は会長が行う旨を説明。 

 

・会長挨拶。 

・会議録署名委員に小出祥世委員を指名。 

・諮問事項の上越市過疎地域持続的発展計画（案）についての説明を自治・地域

振興課へ依頼。 

【廣川副課長】 

・委員の皆さんからの追加質問について、資料 1 のとおり回答をまとめさせても

らった。説明について、総合事務所と私の方からさせていただく。 

【滝澤産業グループ長】 

・資料 1 の№4 について補足説明。 

・対象としては 10ａ以上の農業を営む 3 戸以上の農業者で組織する団体。この事

業において対象としている被害はイノシシによるもの。農地については水田と

している。場所や事情により 3 戸以下であっても該当になる場合があり、個別

に対応させていただく。基本的には販売を目的として作物を植えている方が対

象となる。 

 

・農家組合長を通さないと話が進まないかどうかの確認をしたい。 
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【滝澤産業グループ長】 

・農家組合長を通さなくてもご相談いただければ、状況に応じて個別に対応させ

ていただく。 

【池田市民生活・福祉グループ長】 

 ・資料 1 の№5 について補足説明。 

 ・市全体で一時預かりの関連事業は「一時預かり事業」「延長・一時保育等事業等」

「ファミリーヘルプ保育園」の３つある。 

 ・柿崎区内においては柿崎第一保育園で一時預かり保育を行っており、年間 100

件以上の利用がある。また、その他にオーレンプラザでの一時預かりやファミ

リーヘルプ保育園なども柿崎区のみならず過疎地域とされる地域からもご利

用いただいており、一連の一時預かり事業の中で使いやすいものを選んで使っ

ていただくということで、保護者の皆さんの多様なニーズにお応えできるよう

市全体で取り組んでいる。 

【廣川副課長】 

・資料 1 により、№1 から№3 までについて説明。 

 

・各委員から何か質問はあるか。 

・無いようなので我々で諮問に対する答申について協議する。 

 

（自治・地域振興課退出） 

 

 

・答申に対して意見がある委員は挙手をお願いする。 

・無いようなので「支障なし」ということで答申したい。 

・柿村次長これでよろしいか。 

【柿村次長】 

・答申に関連する事項として意見を付け加えることなく「支障なし」ということ

で、意思を確認させていただいたことから、そのような文面で答申を作成させ

ていただく。 
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・次に報告事項、⑴地域協議会に関する意識調査結果を受けた取組について事務

局から説明をお願いする。 

【熊木班長】 

・資料 2 により、地域協議会に関する意識調査結果を受けた取組について説明。 

 

・次に報告事項、⑵地域活動支援事業の変更申請について事務局から説明をお願

いする。 

【熊木班長】 

・資料 3 により、地域活動支援事業の変更申請について説明。 

 

・次に報告事項、⑶上越地区における広域最終処分場の整備に向けた候補地選定

の進捗状況について事務局から説明をお願いする。 

【柿村次長】 

・資料 4 により、上越地区における広域最終処分場の整備に向けた候補地選定の

進捗状況について説明。 

 

・市民向けエコパーク見学会の申込みは直接県へ申し込むのか。 

【柿村次長】 

・県へ直接申込みとなっている。 

 

・敷居が高いのではないか。町内会や総合事務所にワンクッションおいて申し込

む方がよいと思うがいかがか。 

【柿村次長】 

・柿崎区総合事務所への申込みについても検討する。 

【小出委員】 

 ・県も多くの方から参加してもらいたいと思っていると思うため、県へ直接申し

込む方法と総合事務所へ申し込む方法という両方の受け皿があった方がよい

と思う。知らなかったということではなく、皆が知っている中で進んでいった

という気持ちになれるのが大事だと思うため、できるだけ皆さんが参加できる
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機会を少しでも広げていただきたい。 

【柿村次長】 

・皆さんの総意と受け止め検討する。 

 

・現地調査を踏まえた住民説明会、意見交換会は 10 月以降となっているが、10 月

下旬に住民の見学会が終わった後となると、これは 11 月以降となるのではな

いか。 

【柿村次長】 

・こちらとしては、ここに記載している以上の情報は得ていない。 

 

・県は以前、今年度中に 1 か所に絞り込むと言っていたが、それは変わりないか。 

【柿村次長】 

・県が住民説明会を行った当初は、今年度中に決めたいとの発言があったが、住

民からの意見を聞く中で、3 月末ありきというトーンは下がったという印象を

受けている。 

【小山委員】 

・先ほど次長から、柿崎区総合事務所内に最終処分場に関する担当部署がないと

いう話があったが、今後も部署を置かない予定か。 

【柿村次長】 

・まだ柿崎区に絞られたわけではなく、市の窓口は生活環境課である。柿崎区に

おいては、私が窓口を担当している。今後の状況によっては変わってくる。心

配ごとがあるから総合事務所と相談したいということであれば、市民生活・福

祉グループに生活環境の担当もいるため、そちらに相談してもらうことになる

と思われるが、今のところ担当部署という意味合いではない。 

【小山委員】 

・住民の方も柿崎区総合事務所内に最終処分場に関する担当部署があることが分

かると安心して進められると思うので検討をお願いしたい。 

 

・よろしくお願いします。 

・それでは最終処分場の進捗状況についての説明を終了します。 
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・次に⑷柿崎区地域協議会各種委員会からの活動報告ということで、柿崎空き家

活かそうプロジェクトについて、今日は蓑輪委員長が欠席のため、事務局から

説明をお願いする。 

【熊木班長】 

・追加資料 5 により、柿崎空き家活かそうプロジェクトの活動報告について説明。 

 

・報告事項について終了する。 

・６その他に入る。 

  ・⑴次回地域協議会の開催は 10 月 19 日（火）午後 6 時から同じ場所である。 

・⑵その他に移るがみなさんから何かないか。 

・他に何かなければこれで終了する。 

【白井副会長】 

・地域協議会の閉会を宣言。 

（午後6時47分閉会） 

 

９ 問合せ先 

柿崎区総合事務所総務･地域振興グループ 

TEL：025-536-6701（直通） 

E-mail：kakizaki-ku@city.joetsu.lg.jp 

 

10 その他 

別添の会議資料も併せてご覧ください。 
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